
競業避止の新規定
　第56回
　第46回の「労働法最前線」にて、営業秘密保護の観
点から競業避止に関する法律制度について解説しまし
た。当局は更に、2013年２月１日に発効した「最高人
民法院による労働争議案件審理における適用法律の若
干問題に関する解釈（四）」（以下「解釈（四）」とい
う）で、競業避止に関して新たな規定を設けました。
今回は競業避止の新規定について紹介し、企業人事に
関するアドバイスを提示します。

　１．競業避止の補償金を約定していない場合の法的効力
　「解釈（四）」が発効するまで、この問題は司法実務にお
いて意見が異なり、例えば江蘇省高級人民法院は、このよ
うなケースの競業避止の約定は無効と認定しました。ただ
上海高級人民法院は、競業避止制限はなおも有効であり、
双方は補償金額について協議するべきと認めました。
　「解釈（四）」第６条ではこれについて、競業避止の補償
金を約定していない場合であっても、競業避止の約定が無
効になることはないと明確に規定しました。労働者が競業
避止義務を実際に履行した場合、企業に労働契約解除また
は終了前12カ月の平均賃金の30％を月ごとに補償金とし
て支払うことを要求できます。この計算方法により算出さ
れた金額が労働契約履行地の最低賃金基準より低い場合、
最低賃金基準に従って支払います。
　２．競業避止の解除
　以下の状況に該当する場合、競業避止は法により解除す
ることができます。
　（１）競業避止と経済補償が約定されたものの、企業側
の原因により３カ月間競業避止補償金が支払われない場合、
労働者は競業避止の約定を解除する権利を有します。
　（２）競業避止期間、企業はいつでも競業避止の約定を
解除できます。ただしこのとき、労働者は企業に３カ月分
の競業避止補償金を別途支払うことを要求できます。
　３．違約後の履行継続義務
　「解釈（四）」によると、労働者が競業避止の約定に違反
する場合、約定に従い企業に違約金を支払ったとしても、
企業は約定に基づき競業避止義務の継続履行を要求する権
利を有します。
　４．企業人事に関するアドバイス
　（１）競業避止の約定に、補償金額を明確に記載すること。
　競業避止補償金が約定されていない場合、企業は労働者
に競業避止義務の履行を要求するに十分な法律根拠を欠く
ことから、一般的に、このような状況にある労働者は履行
するか否かを決定することができます。よって、実務にお
いては、企業が競業避止の約定において補償額を明確にし、
労働契約解除または終了するとき、競業避止の約定が双方
に法的拘束力を及ぼさないよう、企業は書面通知により従
業員に競業避止義務を履行させることを放棄する権利を有
することを明確にするよう勧めます。労働契約の競業避止
条項に補償を定めていない場合、別途書面合意を締結し、
補償金を約定することも検討可能です。
　なお「解釈（四）」では、競業避止補償金を約定していな

い場合、労働者が主張できる競業避止補償金の金額を規定
していますが、自ら約定する競業避止補償金について最低
金額の制限を規定していません。よって、自ら競業避止補
償金を約定する場合、比較的フレキシブルに金額を設定す
ることができますが、「解釈（四）」の立法趣旨からいうと、
この金額は企業所在地の最低賃金基準を下回ってはなりま
せん。
　（２）競業避止の補償金を遅滞なく支給すること。
　「解釈（四）」は、雇用企業の原因により３カ月間競業避
止補償金が支払われない場合、労働者は競業避止の約定を
解除する権利を有すると明確に規定しています。よって企
業は、競業避止の約定が解除されることを避けるため、遅
滞なく競業避止補償金を支払うよう注意する必要がありま
す。
　（３）一方的な解除権の活用。
　「解釈（四）」は、競業避止制限期間内において、企業が
一方的に任意解除する権利を与えており、当該権利を行使
するとき、労働者は３カ月分の競業避止補償金を別途支払
うことを要求できます。ただ、営業秘密に関わる可能性の
ある職位にある者に対しては、企業はメリットとデメリッ
トのバランスのもと競業避止の設定を考慮でき、競業避止
期間に入った後に競業避止義務が必要ないと判断した場合、
随時競業避止の約定を解除することができます。
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